
令和 8 年度 シクミネットによるチーム・個人登録上の注意

１．利用可能開始日

シクミネットによる日ソ協登録は、令和８年２月２８日(土)から利用可能

２．チーム登録期限

チーム登録は、令和８年６月３０日(火)までに完了して下さい。

登録完了とは、以下の処理が完了したことを示します。

①「承認済み」にする（都道府県協会が実施）

② 都道府県協会より JSA への支払いが完了する

チームの登録申請後、承認手続きがありますので、１週間程度前までにシクミネットに

よる登録と登録料の支払いを完了して下さい。

尚、個人登録はチーム登録後に追加登録は可能ですが、対象となる大会の代表者会議

または代理抽選会の開催日までに、登録を完了して下さい。

３．登録料について

チーム登録料 個人登録料

一般 １４,０００円 １,０００円/人

中学生 ７,０００円 ３００円/人 （監督・コーチも同額）

小学生 ５,０００円 ２００円/人 （監督・コーチも同額）

登録料の振込先 埼玉りそな銀行 岩槻支店

普通 口座番号 ４７０６２８３

名義人 埼玉県ソフトボール協会中央支部

財務部長 竹谷一浩（タケヤカズヒロ）

４．チーム登録規程

令和 8 年度の「チーム登録規程」は、令和７年度からの改訂はありません。

「チーム登録規程」は、2026「ソフトボール競技者必携」に掲載されています。

５．複数チームに個人登録する場合の登録料

(1) 生涯種別内で異なる複数チームに登録する場合は、２チーム目以降の登録料は免除

となります。

(2) 競技種別または学生種別と生涯種別に登録する場合は、両チームで登録料が発生い

たします。

(3) 最初に登録したチームで個人登録料が発生しますので、登録申請の順番にご留意下さい。

例）選手として壮年チームに登録、監督として小学生チームに登録する場合は、

壮年チームを先に申請して下さい。一般個人登録料 1,000 円の請求が立ちます。

逆に、小学生チームを先に申請してしまうと、小学生個人登録料 200 円の請求

が立つため、差額 800 円が発生し追加で納入する必要あります。

登録例に対する支払い内容

登 録 例 一般 高校 中学生 小学生 支払い内容

例１ 一般男子と壮年に登録 〇 — — — １チーム分のみ納入 

例２ 壮年に選手、小学生に監督登録 〇 — — — 壮年分のみ納入 

例３ クラブに選手、高校に監督登録 〇 〇
生涯種別ではないため

２チーム分を納入

例４ 高校に監督、一般男子に選手 〇 〇
学生種別と生涯種別のため

２チーム分を納入

例５ 実業団にコーチ、実年に選手 〇〇
競技種別と生涯種別のため

２チーム分を納入

例６ 中学生の監督のみ 〇 中学生の個人分を納入

例７ 小学生のコーチのみ 〇 小学生の個人分を納入



６．登録後の変更について

登録申請後の追加や変更は、シクミネットにより申請を行って下さい。

その際は、下記の中央支部事務局宛てに連絡を必ずお願いします。

追加や変更は、「地域協会担当者」である中央支部事務局にて承認後、「令和８年度

個人登録_追加届、変更届、訂正依頼届」シートを作成し、県協会事務局を通じて

日ソ協に申請後、承認されます。

（注）直接、日ソ協事務局や県ソ協事務局への問合せや申請は行わないで下さい。

【登録追加・変更の連絡先】

埼玉県ソフトボール協会中央支部

事務局長 岡田 貢

〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町１３１０－３

メールアドレス mitsuguokada@jcom.home.ne.jp

電話番号 080-6500-0862

(1) 「氏名（漢字）・氏名（カナ）・生年月日・性別」の訂正

誤りが多く見受けられますので、登録申請時に充分な確認をお願いします。

「監督・コーチ」の変更

(2) 監督・コーチの変更

(3) 選手の追加

(4) 選手の削除

同一種別における当該年度内での選手の移籍が出来ませんので、選手の削除は

「チーム登録システム」では出来ません。

【登録追加・変更時の手数料】

チーム登録の変更や個人の追加・変更を申請する場合は、下記の変更手数料を

支払い下さい。変更手数料の振込先は、３項の登録料振込先と同様です。

① チーム登録情報の変更 １,０００円/件

② 個人登録情報の変更・追加 一人当たり個人登録料と同額

以上


